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文化財保存事業費補助金

細事業名 文化財保存事業費補助金（県単）

財務コード
（事業）

（内線）

様式1-2

調書番号

アドバイザー評価

166203 32事業名

8513担当学術文化財担当部課室 教育委員会 文化財保護課

事業の内容
※主に
２３年度

根拠法令等

・経年や災害等により劣化、毀損した
文化財
・防災設備や説明板が不十分な文化
財
・公有化が必要な国史跡

Ⅰ　事業の概要

始期

事業の目的

誰（何）を対象に

補助（所有者、管理者、市町村）実施主体

～ 終期実施期間 年度S38 年度

その対象をどのような状態にして

文化財保護法、山梨県文化財保護条例、山梨県文化財保存事業費補助金交付要綱、第２期チャレンジ山梨行動計画

貴重な文化財の適切な保存管理と活用を図り、先人が守り伝えてきた文化財を後世に確実に継承していくため、国・県指定文
化財の保存修理、防災設備設置に要する経費の一部を助成する。

　

結果、何に結びつけるのか

文化の振興保存修理や防災設備の設置等を通
じ、適切に維持管理が行われている。

根拠法令等

２４年度

目標値見込値

２２年度

目標値

２３年度事業の実施状況と
目標の実現度 実績値 実 績 値

２５年度
事業目標の考え方

Ⅱ　事業の目標、実施状況等（事業実績及び成果の達成状況）

成果指標達成率
（実績値／目標値）

成
果
指
標

66,85665,353

データの出典等

66,417

目標設定の考え方

成果指標によらない成果69,584

成
果
指
標％

活
動
指
標

活動指標達成率

５８件

（実績値／目標値）

補助件数 ４５件４５件 ４５件 ４５件

データの出典等

「チャレンジ山梨行動計画」の国・県
指定文化財の保存事業への支援件
数のうち県単補助分を目標として設
定

活
動
指
標

％

目標設定の考え方

チャレンジ山梨行動計画、事業実績
100.0

決算額、予算額

501

時間

248

時間

Ⅲ　これまでの事業の見直し・改善状況

○学校教育や生涯学習の場における歴
史・文化を学ぶ機会の充実、観光振興、
まちづくり等を通じた地域の活性化に寄
与している。
○防災設備の整備により、火災による文
化財被害の発生件数０が事業開始以降
継続している。
　・防災設備の設置状況
　　国指定　98% (48件/49件)
　　県指定　87% (34件/39件)

時間時間

時間

時間

時間280時間

566

248

566 566

280

人件費ｺｽﾄ 単位:千円
(＠2,021円×所要時間)

時間

66,85666,417（千円） 65,353

時間

うち一財額 69,584

所要時間計

280

時間

280所要時間（直接分）

時間

280

所要時間（間接分）

280



ｂ

数値判定
活動量に係る

一次評価

　　　　　活動量に係る一次評価の考え方　※数値判定と一次評価とが異なる場合等に記入すること

H23年度
活動指標
達成率

○学校教育や生涯学習の場における歴史や文化を学ぶ機会の充実として、例えば９カ年にわたる整備が行われ
た「旧高野家住宅」では学校の校外学習の利用や観光、子ども図書館の利用などで年間３万人の利用があり、北
杜市の「山高の神代ザクラ」は樹勢回復事業により復活し、観光名所となっている。また、甲府駅北口再開発の核
として移転整備された「旧睦沢学校校舎」などはまちづくりを通じた地域の活性化に寄与している。
○本県では、文化財保護条例が制定される以前の昭和３０年１２月に重要文化財指定を受けていた金桜神社の
本殿２棟ほかが焼失したが、昭和３８年の本事業開始以降、防災設備の整備により火災による文化財の被害の発
生は無い。
以上のことから意図した成果は、ほぼ上げている。
※別紙参照

b

H23年度
成果指標
達成率

成果に係る
一次評価

数値判定              成果に係る一次評価の考え方　     ※必ず記入すること

a：意図した成果を十分に上げている(120%以上)。　　b：意図した成果はほぼ上げている(80%以上120%未満)。　　c：意図し成果は十分ではないが、対象や方法の
改善により成果の向上が見込める(40%以上80%未満)。　　d：意図した成果が十分でなく、成果を上げる方法も見あたらない(４０%未満)。

見直しの必要性

一次評価一次評価一次評価一次評価（（（（担当部評価結果担当部評価結果担当部評価結果担当部評価結果）

a：予定を超えた活動量がある(120%以上)。　　b：予定どおりの活動量がある（80%以上120%未満）。　　c：予定したほど活動量がない(40%以上80%未満)。　　d：予
定した活動量に著しく足りない(40%未満)。

ｂ

（２）事業は意図した成果を上げているか。（「成果指標の達成率」、「成果指標によらない成果」から事業の成果を判断）

（１）事業は予定された活動量を上げているか。（「活動指標の達成率」等から、事業の活動量を判断）

Ⅳ　活動量と成果の判断（平成２３年度の業績評価）

Ⅴ　見直しの必要性（平成２５年度に向けた改善等の考え方）

説　　　　　　　明

県内に所在する貴重な文化財は、国・県の指定を問わず県民共有の財産であり、それらを確実に次世代

Ⅳ以外の
判断項目

k

見直しの必要性

二次評価二次評価二次評価二次評価（（（（担当部局再評価結果担当部局再評価結果担当部局再評価結果担当部局再評価結果）　）　）　）　※行政評価アドバイザー会議（外部評価）での指摘事項を踏まえた担当部局による再評価

・見直しの方向は、「廃止」「一部廃止」「終期設定」「休止」「他事業と統合」「縮小」「拡大」「実施方法等の変更」「改善済み」の中から選択し、Ⅴ見直しの必要性
を踏まえ、具体的な実施計画等を分かりやすく記載すること。なお、見直しがない場合は、「現行どおり」と記載し、必要に応じてその理由を記載すること。

県内に所在する貴重な文化財は、国・県の指定を問わず県民共有の財産であり、それらを確実に次世代
へ継承し、生涯学習や観光振興、まちづくり等において活用していくためには、保存修理等による適切な
維持管理が重要であり、文化財の保存修理等に要する経費の一部を県が所有者に対して助成していく
必要がある。
なお、事務の効率化を図るため、補助金交付申請書や実績報告書に添付される工事明細書の表記を改
善し、事務作業の所要時間を短縮していく。

有

有 k

説　　　　　　　明

　県内に所在する貴重な文化財は、国・県の指定を問わず県民共有の財産であり、一度失うと取り戻せ
ない貴重な地域の「たから」である。それらを確実に次世代へ継承し、生涯学習や観光振興、まちづくり
等において活用していくためには、保存修理や防災設備の設置等による適切な維持管理が重要であり、
今後も計画的に文化財の保存修理等に要する経費の一部を所有者に助成していく。
　なお、事務の効率化を図るため、補助金交付申請書や実績報告書に添付される工事明細書の表記を
改善し、事務作業の所要時間を短縮する。

実施方法等の変更

　現在、補助金交付申請書や実績報告書に添付される工事明細書が非常にわかりにくいものとなっており、担当者によ
る金額のチェックに不必要に時間を要している。様式の改善について事業者と協議の上、平成24年度実績報告書から
新様式を使用することにより、チェックにかかる時間を縮減する。

・「Ⅳ以外の判断項目」の欄
　　○必要性（a.目的の達成　b.新たな課題への対応　c.対象の変化　d.ニーズの変化　e.法律・制度の改正）　○官or民(f.民間等実施）　○官の役割分担
　　　（g.市町村等へ移管）　○効率性（h.外部委託 i.経費節減　j.類似事業と統合・連携　k.所要時間の縮減　l.ﾌﾟﾛｾｽの改善）　m.その他

Ⅳ以外の
判断項目

具体的な実施計画等見直しの方向

Ⅵ　見直しの方向（平成２５年度当初予算等での対応状況）

・「Ⅳ以外の判断項目」の欄は、上記と同様とする。



細事業名：文化財保存事業費補助金（県単） 調書番号：　３２

具体的な業務
プロセス（手順）

業務の
時期

（フロー）

Ｈ２３
所要
時間
（ｈ）

Ｈ２４
所要
時間

（ｈ）　Ａ

Ｈ２５
所要
時間

（ｈ）　Ｂ

縮減等
Ｂ－Ａ

具体的業務の
見直しの内容

見直しに至った理由等
（または見直しなしの理由等）

事業計画照会 ７月 2 2 2 0

県ヒアリング ９月 6 6 6 0

国ヒアリング １月 8 8 8 0

交付内示 ４月 2 2 2 0

交付決定 ４月～６月 45 45 37 ▲ 8 明細書表記改善
明細書チェックに時間がかか
る

変更交付決定 随時 8 8 8 0

額の確定・支払
い

随時～５月 60 60 52 ▲ 8 明細書表記改善
明細書チェックに時間がかか
る

131 131 115 ▲ 16

事業計画照会 ７月 2 2 2 0

県ヒアリング ９月 2 2 2 0

国ヒアリング １月 2 2 2 0

交付内示 ４月 2 2 2 0

交付決定 ４月～６月 8 8 8 0

変更交付決定 随時 2 2 2 0

額の確定・支払
い

随時～５月 12 12 12 0

30 30 30 0

事業計画照会 ７月 2 2 2 0

県ヒアリング ９月 6 6 6 0

交付内示 ４月 2 2 2 0

交付決定 ４月～６月 45 45 37 ▲ 8 明細書表記改善
明細書チェックに時間がかか
る

変更交付決定 随時 4 4 4 0

額の確定・支払
い

随時～５月 60 60 52 ▲ 8 明細書表記改善
明細書チェックに時間がかか
る

119 119 103 ▲ 16

280 280 248 ▲ 32

（留意事項）

１　事業を細分化した業務名は、事務事業を構成する業務ごとに細分化し、その業務名を記載すること。
２　具体的な業務プロセス（手順）は、できる限り多くのプロセスを記載すること。

４　各年度の所要時間（計）は、事務事業自主点検シートのⅡ事業の目標、実施状況等の「所要時間計」と一致すること。

７　適宜、業務内容に合わせ、行を加除して記載すること。（複数ページ可）

６　見直しに至った理由または見直しなしの理由は、詳細に記載すること。（具体的な業務プロセスごと、または細分化した業務
ごとに記載すること。）

３　業務の時期は、業務のフローがわかるように具体的な業務プロセスごとに記載すること。（毎月、四半期ごとの業務等は、そ
の１サイクルの期間を記載すること。）

所属名：　学術文化財課

国史跡土地買
上事業

国指定文化財
保存修理・活
用事業

（小計）

所要時間　（計）

2

（小計）

事業の内容を
細分化した

業務名

自主点検自主点検自主点検自主点検シートシートシートシート（（（（事業事業事業事業のののの内容及内容及内容及内容及びびびび所要時間所要時間所要時間所要時間））））にににに関関関関するするするする附属資料附属資料附属資料附属資料　【　【　【　【様式様式様式様式２２２２】】】】

５　具体的業務の見直しの内容は、わかりやすく簡潔に記載すること。（県民から見て分かりやすい表現とすること。）なお、見
直しがない場合は、「なし」と記載すること。

1

（小計）

3
県指定文化財
保存修理・活
用事業



　１　補助事業の近年の推移

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
98,714 116,946 ###### #### 119,980 98,601 ## 82,986 72,918 ##### ###

633 638 645 653 655 660 ## 667 669 670 671

上段 文化財保存事業費補助金

下段 国・県指定文化財

○ 国・県では、文化財として優れた価値のあるものについて指定を進めており、この10年間で

　　38件増加した。一方、補助金は平成18年度の116,266千円から平成24年度の65,353千円

　　（予算額）まで減少しており、約44％減となっている。

　２　観光客の文化財に対する意識

○ 平成２３年度山梨県観光入込客統計調査結果によると、「文化・歴史」を目的とする観光客

　　数は８４７万人（第２位）、観光旅行の目的に「名所・旧跡・歴史」を挙げる者は１６．４％（第

　　４位）、観光客の満足度においても「文化・歴史」は、６４．５％と高い割合となっている。

[ 1 ] 観光客の来県目的 　　＝5百万人

[ 2 ] 観光客の旅行目的 [ 3 ] 観光客のカテゴリ別満足度

29.8 ％ 91.0 ％

26.7 85.1

18.2 73.7

16.4 食べ物 69.8

16.3 64.5

7.9 62.2

5.4 60.6

5.2 59.7

4.5 55.6

3.5 36.3

2.9

2.1

2.1登山・トレッキング

　　　　文化財保存事業費補助金（県単）の事業状況等説明資料　（１）

自然景観

温泉

宿のサービス

文化・歴史

観光施設の充実度

地元のおもてなし

都市型観光

祭り・行事・イベント

その他

慰安旅行

スポーツ・レクリェーション

文化・歴史

温泉・健康

自然

祭り・イベント

収穫体験

郷土料理

道路整備

案内標識・看板

公共交通の便

ショッピング

文化・芸術

保養・休養

スポーツ・レクリェーション

自然を楽しむ

温泉を楽しむ

行楽（遊園地、観光施設等）

名所・旧跡・歴史

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

610

620

630

640

650

660

670

680

千円千円千円千円 件件件件

年度年度年度年度

633件

671件

65,353千円

116,266千円

文化財保存事業費補助金

国・県指定文化財件数

（9,097千人）

（8,476千人）

（6,074千人）

（4,608千人）

（4,526千人）

（2,880千人）

（5,160千人）



　３　県民の文化財に対する意識

○ 平成２４年５月、県政モニターを対象に文化財保護に関するアンケート調査を実施した。

（１）文化財を将来に伝えることは…？

（２）文化財についての印象は…？

（３）文化財保存のための経費負担は…？

　　　　文化財保存事業費補助金（県単）の事業状況等説明資料　（２）

とても必要
６７．３％
（220人）

どちらかと
いえば必要
２８．４％
（９３人）

どちらとも
いえない
３．７％

（１２人）

どちらかといえ
ば必要ではない

０．３％
（１人）

経済や財政状況により優先順位が変
わると思うが、重要なものであり、
一定の公費をかけるべきである
　　７３．７％　（ 241人）

かけがえのないものだか
ら公費で取り組むべき

１３．８％
（45人）

重要性はわかるが、基本的に所有
者等が負担すべきであり、あまり

公費をかけるべきではない
６．１％
（20人）

わからない
３．４％
（11人）

その他
２．４％
（8人）

重要性に乏しく、そもそも
公費をかけるべきでない

０．３％
（１人）

一度失うと元に戻せない貴重なものなので地域の力
で守り伝えたい　　　３４．３％　（247人）

先人の知恵や工夫、歴史や文化がつまっている
　３１．０％　（223人）

観光や地域振興の資源として魅力がある
　２５．４％　（183人）

大切だとは思うが、身近には感じない
　５．１％　　 （37人）

やっかいで面倒な存在
　１．０％　　（７人）

０　 　 ５　　 10   　15　　 20　　 25　　 30　　35 %
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